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第Ⅱ部相互理解への道のり

lオーストリアの二つの顔

（1）オーストリアの独立回復宣言

1945年3月末，オーストリア国境を越えたソ連軍は，4月13日ウィーンを占

領した。ソ連軍は，最初は解放者として歓迎されたものの，まもなく始まっ

た略奪や暴行は，住民のあいだに急速に恐怖を広めたという。この事態を収

拾すべくスターリンが担ぎ出したのが，オーストリア第一共和国の初代首相

で社会民主主義者のカール・レンナーである。

当時74歳の高齢であったレンナーが，数年前からニーダーエスターライヒ

のグログニッツに引きこもり，なかば隠居の身であったのに対し，戦争中地

下に潜った社会民主労働者党，キリスト教社会党，共産党の政治家たちは，

1944年末からナチ・ドイツの敗北をにらんで活動を再開していた｡1945年4

月13日，社会民主労働者党と1934年の同党の禁止後に結成された党派｢革命

的社会主義者｣が合同してオーストリア社会党5)が結成され，4月17日には，

キリスト教社会党の後継としてオーストリア国民党が結成される。4月21日

にウィーン入りしたレンナーは，社会党，国民党，共産党の指導者たちと協

議し，三党連立の臨時政府を設立することで合意をみた。そして早くも4月

27日，三党の代表者の名で1938年の合邦の無効とオーストリア第一共和国

1920年憲法の精神に基づく民主的なオーストリア共和国の再建が宣言される。

同日樹立きれた立法と行政の機能を持つ臨時政府は，レンナーを首相とし，

社会党のシエルフ，国民党のフイグル，共産党のコプレニヒの3名の無任所

大臣がレンナーを補佐した。内務と教育のポストは共産党に，社会政策は社

会党に，商工・運輸は国民党に配分される。臨時政府はただちにソ連の承認

を得た6)。

1945年の「オーストリア独立宣言｣7)は，1938年の合邦の無効の根拠を，第1

に，合邦は二つの主権国家間の交渉と条約によって決定されたものではなく，

｢外部からの軍事的脅迫と少数のナチ・ファシストによる反逆的テロルに

よって無防備の政府首脳に強要され，最終的には，国土の軍事的，戦闘的占

領によって無力になったオーストリア国民に強制された」ものであったこと
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ヤ人であった。

1945年4月27日に臨時政府が樹立された後，4月30日の首相府でレンナーが

大臣および官僚を前にして行った挨拶は，このような過去の経緯をふまえつ

つ，ドイツ人の民族自決という考えからの決別を宣言するものである。

「1918年，1920年およびそれに続く年月で主張された合邦構想は，ヒト

ラーがもたらしたものとはまったく異なるものでした。かつての構想によれ

ば，オーストリア国民は，ヴァイマル憲法でいうところの連邦国家として，

その国家性を保持したまま連邦の一員として全ドイツ民族の共同体に加わる

はずだったのであり，最終的にわれわれが併合されたごとき状態においてで

はありませんでした。わが国はヒトラーによって頭をはねられてしまったの

です。［中略］われわれが国家の中央本部や文化的諸施設に有していた

すべてのものは，有無を言わさず引き払われ，オーストリアはあらゆる独自

性を完全に失ってしまいました。最後には，その名の抹消まで企てられまし

た。

そのような合邦は考えられたこともなかったし，自由な国民の代表によっ

て受け入れられるものではありえなかったでしょう。合邦構想は，われわれ

の過ちによってではなく，というのも，われわれはすべてを誠実に考えてい

たのですから，われわれによってではなく，相手方の過ちによって最終的に

挫折し，葬られたのです。合邦を改霞し，やり損ね，そして最後に永久にな

きものとしたのはヒトラーなのです。

三列強は，独立したオーストリアの再建に関して合意しており，［中略］

われわれには，われわれ自身で合邦という構想を断念する以外の道は残され

ていません｡｣'1）

実際，国民の意識調査で明らかにされているように，ドイツのドイツ人と

は区別されたオーストリア人という帰属意識が明確化するのは，戦後かなり

たってからのことである。フェッセル研究所によって実施された調査によれ

ば，「個人的にあなたは，私たちはドイツ民族の1グループだと考えますか。

それとも私たちは独自のオーストリア民族でしょうか」という質問に対し，

オーストリア民族の存在を肯定した者は，1956年時点でなお過半数に満たな
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い49％であった。これに対して46％の者がドイツ民族への帰属を選択し，

5％は答えを決めかねている。ようやく1964年になると，同様の調査で，

オーストリア人を民族であると答えた者(47％）とオーストリア人は徐々に民

族と感じ始めているという回答(23％)を合わせて70％に達し，1980年代後半

には，その割合は90%を越えた'2)。こうしたオーストリア人意識の酒養には，

次節で述べるように，ナチ・ドイツの犠牲者であるオーストリア人を加害者

であるドイツ人から区別しようとする戦後オーストリア政府の強い意志も働

いていた。

しかし，それでは1938年当時，オーストリア人意識が希薄であったとはい

え，ナチの政権獲得のプロセスに立ち会ったわけではないオーストリアの人

びとにとって，ナチの政府はわが政府だっただろうか。声がかれるまでハイ

ル・ヒトラーを叫んだ人びとにとって，本当にヒトラーはわが総統だったの

か。オストマルクの州都に成り下がったウィーンに替わり，ウィーン子がベ

ルリンをわが帝都と認識しただろうか。おそらくオーストリアの普通の人び

との心のなかでは，合邦に対して受容と反発がない交ぜだったというのが実

相であろう。そして，ナチに対する堅固な批判の論理を持ち合わせた一部の

人びとを別にすれば，成り行きに身を委ねることに決めた普通のオーストリ

ア人がとりあえず期待したのは，合邦の経済的効果である。1929年の世界恐

慌の打撃はオーストリアにおいても深刻であり，1929年には，1863年創立の

ボーデンクレデイートアンシュタルト銀行が倒産，1931年には，ボーデンク

レディートアンシユタルト銀行を引き取ったオーストリア最大の銀行クレ

デイートアンシユタルトも倒産した。1932年から1933年にかけて経済危機は

頂点に達し，1933年2月の最大時で，失業保険金を受給している失業者が40

万2000人，これに失業保険の受給期間が切れた者を加えると，人口676万人

の国家で失業者は推定60万人に達した13)。疲弊しきったオーストリアの人び

とがナチに期待したのは，ナチがドイツにもたらしたのと同じ奇蹟の経済復

興である。そして，事実，ドイツがもたらした雇用促進政策により，1938年

1月に40万1001人であった失業者数は，同年9月には9万9865人に激減した'4)。

実利のためにナチ党員になることも，たいした問題とは考えられなかった。
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1942年に，ナチ党員あるいはナチ党関係者として登録された者は68万8478人

である15)O

（2）アリズールたちの合邦

1938年3月9日，シュシュニクがオーストリア独立の是非を問う国民投票の

実施を公表すると，ウィーンでは，ドルフスーシュシュニク体制を支える祖

国戦線の隊員たちが，ステンシルで建物の壁や路上に独立支持を呼びかける

｢ヤー[賛成]｣の文字や,体制のシンボルマークである撞采十字を書いて

回った。「赤白赤を守り抜け」と叫ぶ男女を乗せたトラックが，街から街へ

と走った。

ところが3月12日にシユシユニクが退陣すると，たちまち形勢が逆転する。

腕に鉤十字の腕章をつけた男どもが「〈たばれユダヤ公」とわめきながら街

中を駆け回り始めた。ユダヤ人は老若男女の区別なく引きずり出され，路上

に這い鱒い，祖国戦線の隊員たちが書いた｢賛成｣の文字を素手で洗い流す

ように命じられる。ナチの幹部の監督が届かぬところでしばしば勝手に行わ

れた屈辱的な作業の強要は，「賛成｣が消えれば収束したわけではない。4月

末にウィーンの大管区指導者ビュルケルに宛てられた匿名の告発状は，次の

ように述べている。

「貴殿はご存じなのでしょうか。すでに4月22日となるにいたって，当初の

ように路上だけでなく，兵舎やヒトラー・ユーゲントのホームにおいても，

あらゆる職業，あらゆる年齢(70歳代の者もまた)のユダヤ人男女に清掃作業

を強制することが日常化しております。［中略］

貴殿はご存じなのでしょうか。このような作業が公の路上や広場で行われ

るとき，見物人たちに，さらに特別の娯楽が提供されているということを。

つまり清掃作業の命令者たちが手をつないで輪を作り，その輪のなかでバケ

ツを持ったユダヤ人が跳んだりはねたり，他にもグロテスクな運動をやらさ

れるのです。貴殿は，作業の締めくくりに，バケツの汚い中身がユダヤ人の

衣服にぶちまけられることをご存じなのでしょうか｡｣'6）

ウィーンの1938年11月ポグロムでは，11月10日の早朝からシナゴーグやユ
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外に逃亡する金を手に入れ，ホロコーストを生き延びることができたではな

いか，と開き直ったオーストリアのアリズールたちが一番よく知っていた。

とはいえ，経済のアーリア化はナチの経済政策と密接に関連しており，ド

イツに比べて経営の合理化が後れていたオーストリアでは，アーリア化の過

程で，統合による経営規模の拡大や不採算経営の清算が推進された。個人経

営のユダヤ人の商店や町工場の場合，アーリア化されて存続したものより，

清算されたものの方がはるかに多く，ウィーンではユダヤ人所有の企業や商

店の80%以上が解体されている271。またアーリア化で最も美味しい果実を手

に入れたアリズールは，ナチの党員だった。非合法時代を耐えたオーストリ

ア・ナチの古参にも，褒美として，アーリア化された経営内で能力もないの

にしかるべき地位が与えられた。したがって，会社や工場からユダヤ人労働

者が追われた後，そのあとを埋めたのはそれまで失業中のオーストリア人

だったということを別にすれば，経済のアーリア化によって普通の小市民が

手に入れた財産はごく一部だったと主張することは可能だろう。

他方，これとは様相が異なり，ウィーンの普通の市民の差し迫った欲求を

満足させたアーリア化が，ユダヤ人からの住居の剥奪である。

19世紀後半から著しい人口増加が続いたウィーンで，住宅建設は資本家の

投機心に委ねられ，帝国政府による有効な住宅政策はなおざりにされた。そ

のため上流階層が優雅な邸宅に住まう一方で，下流階層の住宅難と居住環境

の劣悪さは破局的であり，これに，第一次世界大戦中の住宅建設の中断が拍

車をかけることになった。住宅難を緩和するため，戦後ウィーンの市政を

握った社会民主労働者党は，現在では観光名所の一つになっているカール・

マルクス・ホープなど，大規模な公共住宅の建設に着手する。しかし，労働

者用公共住宅の建設が続けられたのは，政策的にも資金的にも1934年のドル

フスの独裁体制成立までのことであり，ウィーンの住宅難は解決を見たと言

えるにはほど遠い状況であった。1939年9月，ゲーリングの意を受けて行わ

れたオーストリアの住宅事情調査は，箇条書きで次のように指摘している。

「(1)相変わらず，居住可能で手頃な値段の小規模住宅の危機的な不足が

続いている。ウィーンの住宅局には約5万件の未処理の住宅申請がたまって
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2オーストリアの戦後補償

（1）犠牲者援護法と返還法

1945年に誕生したレンナーの臨時政府は，はじめソ連の承認を得たのみで

あったが，同年10月20日には西側三連合国もこれを承認した。次いで11月25

日，レンナー政府によって準備きれた総選挙が実施され，その結果を得て

オーストリア全土に権威を持つ正規の中央政府が成立する。そこでは，有効

投票の49.8％を得て85議席を獲得した国民党のフイグルが首相の座に着き，

44.6％の得票で76議席を獲得した社会党のシエルフが副首相の座に座った。

共産党は5.4％の得票で4議席を獲得したにすぎない。レンナーは12月20日，

オーストリア第二共和国の初代大統領に選出された。以後，国民党と社会党

の連立は，現在にいたるまでオーストリアの政権の基本的な枠組みである。

しかし，これは，戦前には考えられない政府のあり方であった。

1934年2月の社会民主労働者党と共和国防衛同盟による武装蜂起で，護国

団と警察と軍隊を投入して蜂起を鎮圧し，社会民主労働者党を非合法化した

のは，国民党の前身キリスト教社会党の首相ドルフスである。蜂起に関連し

てシェルフは，2月12日から5月17日まで逮捕，投獄されたのに対し，フイグ

ルは，1934年5月に独裁体制を確立したドルフス政権の一員であった。この

ように政治的には対立する陣営に属する2人が共有したのは，唯一，ナチに

よる迫害体験である。1938年の合邦後，フイグルは1943年までダッハウ，次

いで1945年までマウトハオゼンの強制収容所に囚われ，シェルフは，1938年

と1944年の二度にわたり，政治犯として逮捕された。戦後，旧社会民主労働

者党と旧キリスト教社会党のメンバーは，この迫害と抵抗の体験の共有，す

なわちナチ・ドイツによる迫害の犠牲者にしてナチ・ドイツに対する抵抗者

であることの一点で結びつく。そして，戦前のあらゆる対立，オーストリア

でナチの台頭と合邦を阻止できなかったあらゆる責任を互いに不問に付した

まま，オーストリアの再建に乗り出した。

しかし，オーストリアがいかようにみずからの立場を主張しようとも，

1945年から1955年の国家条約締結にいたるまで，連合国によるオーストリア
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の扱いは，ナチが仕掛けた戦争の全責任を負うドイツと同じであった。連合

国によって四分割支配されたオーストリアが，占領国政府の監視のもとでま

ず着手しなければならなかったのは，自国の脱ナチ化(非ナチ化ともいわれ

る)であり，ナチによる迫害(以下，ナチ迫害と略記)の犠牲者に対する補償

である。しかし，とりわけ後者に関して，加害者の立場が明確なドイツと異

なり，オーストリアの態度は暖昧であった。

本節では，(1)でオーストリア国内に居住するナチ迫害の犠牲者に対する

補償の問題点をとりあげるが，その前に，日本でも比較的よく知られたドイ

ツの場合を見ておきたい。

最初に，この補償で問題となるナチ迫害とは，西ドイツの連邦補償法の規

定に従えば，ナチに対する政治的反対を理由とする迫害，または人種，信仰

もしくは世界観を理由として執行されたナチの暴力的措置による迫害を意味

し，補償の対象となるその犠牲者とは，ナチ迫害によって生命，身体，健康，

自由，財物，財産上の利益職業活動または経済活動にかかわる損害を被っ

た者である。ここでの暴力的措置は暴力行為に限られず，強制移住や財物に

対する強制力の行使，あるいはユダヤ人業者に対するボイコット等も含み，

幅広く解釈されている。当時，戦没者や戦病傷者など，通常の戦争被害者と

は概念の異なるナチ迫害の犠牲者のための補償を定めた法はなく，また同様

の迫害理由に基づいて剥奪された財産の扱いも，通常の民法の規定では対応

できなかった｡そのため終戦直後のドイツでは，ナチ迫害の犠牲者に対する

補償と剥奪財産の返還は，四占領国の指導の下，まずは，それぞれの占領国

の管轄下にあった州政府の州法によってその扱いが定められた。

その後1949年にドイツは，ドイツ連邦共和国(西ドイツ）とドイツ民主共和

国(東ドイツ）に分裂したため，アメリカ，イギリス，フランスの西側三国

は西ドイツにおける占領状態に終止符を打つべく，1952年5月26日に西ドイ

ツとのあいだで一連の条約からなるボン協定を結んだ。ナチ迫害の犠牲者に

対する補償については，西ドイツは，ボン協定のなかの｢戦争および占領か

ら生じた問題の処理に関する条約」（ドイツでは通称，移行条約)において，

州法ではなく，連邦レベルでの法の制定を義務づけられる。そのさい，連邦
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ためには，ナチ・ドイツとオーストリアを引き離し，国際社会に犠牲者オー

ストリアの立場を認知してもらう必要があった。オーストリアにとってはあ

りがたくないことに，犠牲者オーストリアがその拠り所を求めたモスクワ宣

言の末尾は，すでに戦後に発生するであろう賠償問題を視野におさめて次の

ように結ばれている。

「しかしながらオーストリアが忘れてはならないのは，ヒトラーのドイツ

の側に立って戦争に参加した責任を免れることはできず，最後に行われる清

算において，みずからの解放に対するオーストリア自身の貢献が不可避的に

考盧されることになるだろうということである｡｣34）

1943年10月に求められた｢みずからの解放に対する貢献」とは，オーストリ

アのナチ・ドイツからの自力解放の努力を意味していた。そうであれば，終

戦直後のオーストリア政府が何よりも必要としたのは，結果的に自力解放は

なしえなかったとはいえ，解放努力の存在を証明する抵抗者たちであり，ナ

チに対する抵抗ゆえに迫害された者たちであった。「自由のための闘争の犠

牲者に対するオーストリアの感謝35)」といわれた1945年7月17日の犠牲者援護

法は，当時の政府の姿勢を示している。

すなわちこの法の適用対象は，独立で民主的なオーストリアのために，と

くにナチの思想と目的に抗して手に武器を持って闘うか，あるいは言葉や行

為おいて身を尽くして闘い，そのために命を落とした者，著しく健康を損ね

た者，あるいは政治的理由で少なくとも1年間，重大な身体的あるいは精神

的苦痛を伴った場合には少なくとも半年間拘留されていた者，あるいはこの

様な者たちの遺族である(第1条第1項および第2項)。さらにこの法によって

援護を受けるためには，1938年3月12日現在でオーストリア国籍あるいは

オーストリア国籍の請求権を持ち，かつ援護申請の時点でオーストリア国籍

を持ってオーストリア共和国の領域内に正規の住居を有していなければなら

なかった(第1条第3項)。1945年10月31日の同法の施行令36)を見ると，実際に

みずからがこの法の適用対象であることを立証できるのは，ナチと闘った非

合法武装組織のメンバーや，戦争中，連合国側にあってオーストリア解放の

ために闘った武装組織のメンバー，あるいは1934年から1938年までの独裁体
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1947年の援護法は，期間をオーストリアにおいて議会制民主主義が停止さ

れた1933年3月6日からオーストリアがナチから解放される1945年5月9日まで

に限り，そのあいだに発生した犠牲者を「自由にして民主的なオーストリア

のための闘いの犠牲者」と「政治的迫害の犠牲者｣に区別する。前者，すなわ

ちトマシェクのいう「能動的闘争の犠牲者」とは，1945年の援護法の対象者

とほぼ重なり（第1条第1項)，後者，すなわちトマシェクのいう「受動的犠牲

者」とは，政治的理由により，あるいは人種的出自(Abstammung),信仰もし

くは民族を理由として，裁判，行政官庁(特に国家警察)の措置，もしくは

その下部組織を含むナチ党による権利侵害によって重大なる損害を受けた者

をいう。重大なる損害とは，生命の喪失，少なくとも3ケ月にわたる自由の

剥奪，健康上の損害，一定以上の収入の喪失，一定期間以上の勉学もしくは

職業教育課程の停止等を意味する(第1条第2項)。能動的犠牲者であれ，受動

的犠牲者であれ，犠牲者が死亡している場合，その犠牲者に生計を依存して

いた遺族が援護の対象となった(第1条第3項)。さらに犠牲者が同法による援

護を受けるためには，国籍条項をみたしていること，すなわち1938年3月13

日にオーストリア国籍を持ち，かつ原則的に，同法による援護を申請する時

点でオーストリア国籍を持っていなければならなかった(第1条第4項)38)。そ

して，国籍条項をみたし，「自由にして民主的なオーストリアのための闘い

の犠牲者」と認定された犠牲者ないしその遺族には，州政府の首長より「認

定証書(Amtsbescheinigung)」が発行され，「政治的迫害の犠牲者｣に該当する

犠牲者ないしその遺族には，同様に｢犠牲者証明書(Opferausweis)」が発行さ

れることになる(第4条)。

しかし，援護法の施行段階で現実に前者の認定証書を手にすることができ

たのは，1945年の援護法の場合と同様，明白な能動性を証明できる対ナチ抵

抗組織等のメンバーに限られた。これに対して，「政治的迫害の犠牲者」と，

いわゆる能動的犠牲者であっても受けた損害が軽度な者が手にしたのは，後

者の犠牲者証明書のみである。しかも，その差は大きい。認定証書あるいは

犠牲者証明書を持つ者は，ともに年金保険や傷害保険上の優遇措置，就職や

住居の確保など，戦後の生活を再建する上でいくつかの優遇措置を受けるこ
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還法が扱うケース，すなわちアリズールとナチ迫害の犠牲者が直接対決する

ことになったケースである。

そのさい第3返還法の最大の問題点は，たとえばユダヤ人所有の店舗の

アーリア化にさいしてアリズールからユダヤ人犠牲者に店舗の買い取り代金

が支払われた場合，店舗を取り戻すにあたって犠牲者は，支払われた代金の

うちから「その処分が彼の自由に委ねられた額」（その上限は支払われた代金

の額)をアリズールに返さなければならなかったことである(第5条および第6

条)。そもそもアーリア化にさいしてアリズールから支払われた代金は，直

接ユダヤ人犠牲者の手に渡ったわけではない。代金はすべて封鎖口座に払い

込まれ，犠牲者がこの口座から引き出すことができたのは，毎月のわずかな

生活費のみである。さらにこの口座からは，ユダヤ人財産税が引かれ，亡命

のさいには帝国逃亡税が引かれるといった具合に，ユダヤ人のみに課せられ

た差別税が引き落とされた上，ユダヤ人が亡命先に持参することを許された

金額も限られていた。その上で封鎖口座に残った金額は，国家が没収したの

である。このような状況の下で｢その処分が彼の自由に委ねられた額」とは，

何を意味するのか。いずれにせよ第3返還法は，金を払って剥奪された財産

を買い戻すことを犠牲者に求めており，このことはアリズールの側に有利に

働いた。というのも強制収容所から生還したユダヤ人や，亡命先から帰国し

たユダヤ人がまとまった資金を持っていたわけではないからである。オース

トリアは，国家としてナチ迫害に責任を負う義務はないとの立場を貫き，

アーリア化の犠牲者に対して国家からの資金の融通等の措置はとられなかっ

た。そのため買い戻し金を用意できない者は，自力でクレジットを組むか，

あるいは，取り戻すべき権利のある財産を足元を見透かされた金額で売りに

出すしかなく，結局それをもとのアリズールが今度は合法的に買い取るとい

う，冗談にもならない事態が生じたのである。また，アリズールが剥奪した

財産を正当な相場と手続き踏んで転売していた場合，誰に，いくらで，どの

ように返還を請求できるのか，容易に決着がつかなかった。そして時間がか

かればかかるほど，剥奪財産の返還は，ナチ迫害の犠牲者の生活再建には役

立たなかった。
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さらに，ついに返還法によっては解決されず，ナチ迫害の犠牲者たちを深

く傷つけることになったのが，粗野なアーリア化が横行した住居の返還問題

であった。終戦後に再建されたウイーンのユダヤ教徒のゲマインデの初代会

長に選出されたダーフイット・ブリルは，おもに亡命ユダヤ人を読者とする

ニューヨークの週刊新聞『アウフバウ[再建]」の1946年7月12日号で，「オース

トリアのユダヤ人は権利を求める」と題し，次のように嘆<｡「考えてもみ

てほしい。1938年のウィーンには18万5000人のユダヤ人がおり，6万以上の

住居がユダヤ人のものだった。現在ウィーンにいるユダヤ人は5,000人で，

この5,000人のためにわれわれが必要としている住居はせいぜい1,000戸にす

ぎない。われわれは，ウィーンで，もとのわれわれの住居のほんの一部だけ

を要求しているのであって，これが控えめな要求でなくて何であろうか｡｣45）

第3返還法は，かつての借家人の権利の回復については明確に規定してい

ない。政府は，住むところのないユダヤ人に対して元ナチ党員に住居を明け

渡させ，ユダヤ教徒のゲマインデの度重なる要請に応じて，強制収容所や亡

命先から帰還した者たちの一時滞在所としてホテルを開放するなどの措置を

とったが，それ以上，住居の返還問題に深入りすることには及び腰であった。

というのも政府には，ブリルのいう1,000戸の住居から追い出された「アーリ

ア人｣に対して別の住居を手当てできる見通しはなかったからである。結局，

ウィーンに帰還したユダヤ人たちは，かつて自分たちが追い出された家にア

リズールが住み続けているのを見せつけられながら，ゲマインデやユダヤ人

の援助団体が用意した簡易宿泊施設に長期に渡って住むことを余儀なくされ
た。

終戦直後は，戦傷病者も戦争遺族も，とにかく国民全体が満足な住居もな

く飢えに苦しんでいた。その当時の犠牲者援護法やオーストリア政府の取り

組みを取り上げ，その援護の貧しさをもってオーストリアを批判するのは不

当であろう。事実，援護法は，戦後のオーストリア社会が落ち着きを取り戻

し，経済復興が進むのと並行して改正が重ねられ，その適用対象が拡大され

ると同時に援護内容の充実もはかられた。しかし，ことは金だけの問題だっ

ただろうか。
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敗戦は，ナチ迫害の犠牲者にとっては解放であったが，多くのオーストリ

ア国民の感じ方は違っていたO彼らは瓦礫の山と化したウィーンを目の当た

りにし，オーストリア人がドイツ国防軍の一員であったことを忘れて，自分

たちはナチの戦争の犠牲者であるという意識を強めた。それどころか，かつ

てナチ党員として小さな利得を享受した者たちまでが，戦後の脱ナチ化法で

職場を追われ，剥奪財産の返還を迫られると，今度は，自分たちも犠牲者だ

と名乗りはじめたのである。同じく『アウフバウ』の,947年3月2'日号に掲載

された「オーストリアは飢え，凍え，待っている」と題するエッセイは，当

時のオーストリア社会の雰囲気を次のように伝えている。

オーストリア人は，なぜ自分たちがこのような惨めな状況に立ちいたった

のかわかっていない。「彼らは，本気で自分たちはナチズムの最初の犠牲者

だと考えている。彼らは，合邦のとき，オーストリア人の大部分がドイツ人

を大歓迎したことを本当に忘れてしまったのだ。もはや彼らは，ドイツより

も古く，一時はドイツよりも強力なオーストリア．ナチズムが存在したこと，

またオーストリア国民がナチ支配に抵抗して行ったことは，ドイツ国民がし

たことと同程度でしかなかったということを知りもしない。

今日，彼らにそれらすべてのことを思い出させることに意味があるだろう

か。ないに違いない。というのも第1に，彼らは理解せず，認めようとしな

いだろうし，第2に，現在の空腹と寒さを不当な運命と見なすより，それを

罪に対する罰だと感じれば，それで苦痛が和らぐというわけではないから

だ46)O」

このような状況下では，ナチ迫害の犠牲者に対してオーストリア国民はし

ばしば加害者でもあった，という自覚は生まれようもなかった。その後のナ

チ迫害の犠牲者に対する援護の拡充にもかかわらず，オーストリアがなぜナ

チ迫害の犠牲者に対して援護一実質的には補償一一を行わなければならな

いのか，その必然性の認識は暖昧にされたままであった。
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（2）国外の犠牲者と相続人不在の財産

対オーストリア・ユダヤ請求会議

終戦後のオーストリアのユダヤ人には，アメリカやイスラエルなど他国へ

移住する者もいれば，亡命先から帰国した者もおり，また帰国者たちの一部

は再び他国へと移住していった。合邦以前は，ユダヤ教徒はすべてユダヤ教

徒のゲマインデに所属することを義務づけられ，ケマインデが，ユダヤ教徒

の出生，死亡，改宗その他に伴うユダヤ教徒人口の推移を統計的に把握して

いた。合邦以前のオーストリアにおけるユダヤ人口とは，一般にこのユダヤ

教徒人口を意味する。しかし，戦後はケマインデに所属する義務がなくなり，

ユダヤ人口の把握はきわめて困難になる。1955年に発行されたウィーンのゲ

マインデの活動報告書によれば，1954年12月31日現在でウィーンのゲマイン

デに登録されているユダヤ人は，オーストリア国籍を持つ者とそうでない者

を合わせて9,123人である47)。この数字には，ニーダーエスターライヒおよび

ブルゲンラント北部のユダヤ人も含まれている。その他，ウィーン以外のグ

ラーツ，インスブルック，リンツ，ザルツブルクのゲマインデが把握してい

るユダヤ人口は，1954年10月でわずか847人にすぎない“)。これ以外にもオー

ストリアには，ゲマインデが把握していないユダヤ人が少なからずいたであ

ろうが，それを合わせたとしても，戦前のユダヤ人口に遠くおよばないこと

だけは確かである。合邦後，終戦までにオーストリアから出て行った約13万

人49)のユダヤ人のほとんどは，戦後，もはやオーストリアにもどってこな

かった50)。

彼らはオーストリアを去るとき，持てる財産のほとんどを残し，それまで

積み立ててきた年金保険のすべて，築き上げたキャリアのすべてを失い，言

葉もままならぬ異国で援助団体の支援に頼りつつ，一から生活をやり直さな

ければならなかった。そして，それが軌道に乗ったとしても，必ずしも以前

の生活水準や社会的地位を回復できたわけではなく，年齢が高ければ高いほ

ど，亡命先の社会に適応することすら困難だった。彼らの多くはオーストリ

アを去るときにオーストリア国籍を失い，そのまま無国籍に留まるか，ある

時点で亡命先の国籍を取得した者も多い。オーストリアの犠牲者援護法の枠
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外に放置された彼らに対する補償はどうなるのか51)。

犠牲者援護法が称えた対ナチ抵抗運動の英雄には，少なからぬ共産主義者

が含まれていた。第二次世界大戦後，冷戦体制の輪郭が明らかになるにつれ，

彼らに対する人びとの目も変わったが，ユダヤ人亡命者に対するオーストリ

ア国民の目は，別の意味で冷淡だった。飢えに苦しみ，空爆に怯え，敗戦の

衝撃に打ちのめされたオーストリア国民は，亡命者が事実上，追放された者

たちだったことを忘れた。戦争中，亡命者は外国でよい暮らしをしていたで

はないか，貧しいオーストリアが，なぜ豊かなアメリカに暮らす彼らに金を

やらなければならないのか，というのである。しかも戦後オーストリアのユ

ダヤ人口を見れば，犠牲者援護法の対象となるユダヤ人の数は高が知れてい

るのに対し，国外のナチ迫害の犠牲者の数は，その数倍に上るのである。

しかし，戦後オーストリアがいかに犠牲者の立場を主張しようと，ナチ迫

害に関して，国際的ユダヤ人団体はオーストリアをナチ・ドイツの共犯者と

見なしていた。彼らはオーストリアに，オーストリアから追放されたユダヤ

人が被った損害に対する補償を要求すると同時に，相続人不在のユダヤ人財

産の返還を要求した。ナチ迫害におけるユダヤ人犠牲者の特徴は，他の犠牲

者と異なり，ホロコーストによってしばしば一族が一人残らず死滅したこと

にあった。ヨーロッパ諸国の法律によれば，相続人不在の財産はその財産が

存在している国家の国庫にはいる。しかし，死滅したユダヤ人一族の財産が，

その殺害に直接あるいは間接的にかかわった国家に帰属することは，ユダヤ

人には道義的に容認しがたい。相続人不在の財産の問題は，すでに戦争中か

らアメリカ，イギリス等のユダヤ人団体によって認識されており，戦後ドイ

ツの西側占領地域では，事実，相続人不在のユダヤ人財産の国庫帰属が停止

された。そして死亡した財産所有者にかわって財産の返還を請求し，返還さ

れた財産を管理する組織として，アメリカ占領地区では1948年6月に｢ユダヤ

人返還継承組織｣が，イギリス占領地区では1950年8月に「ユダヤ信託法人」

が，フランス占領地区では1952年3月に｢ユダヤ信託法人フランス部門｣が認

可された。これら諸組織は，相続人不在のユダヤ人財産を調査し，その返還

を請求し，財産の返還後はそれらを売却して現金化し，収益は，ジヨイント
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やユダヤ機関等，ホロコースト生存者の援助団体に分配された52)O

亡命ユダヤ人を含むナチ迫害のユダヤ人犠牲者に対する補償交渉は，西ド

イツについては1951年に設立された国際組織であるユダヤ請求会議があたっ

たが，オーストリアに対しては，1952年，ニユーヨークに本部をおく「対

オーストリア・ユダヤ請求委員会」(以下，対オーストリア請求委員会と略

記)が設立された。委員会は，上記のユダヤ請求会議にも参加する国際的ユ

ダヤ人団体とオーストリアから亡命したユダヤ人の組織が，オーストリア政

府との交渉を効果的に進めるために合同して成立したものである。他方，

オーストリア国内では，1953年4月12日，オーストリア各地のユダヤ教徒の

ゲマインデを束ねる組織として，「オーストリア・イスラエル教徒ゲマイン

デ連合｣が設立された。こうして国内外の体制が整ったところで，対オース

トリア請求委員会は，1953年6月，オーストリア政府と直接交渉にあたる執

行委員会を立ち上げ，両者の交渉が開始されることになる。執行委員会の議

長職に就いたのは，ユダヤ請求会議を率いるゴルトマンである。交渉の要点

は，①ナチ迫害の犠牲者に対する補償において，オーストリアから追放され

たユダヤ人に対する差別的な扱いをやめること，②個人が受けた財産上の損

失に対して補償を行うこと，③相続人不在の財産の返還，におかれた。

しかし，執行委員会の委員の1人であったイエリネクの回顧録53)を見ると，

以後1961年まで中断をはさみつつ延々 と続いた交渉で，ユダヤ人にとって，

オーストリア政府の態度は誠実とは言いかねるものであった。オーストリア

政府は，対オーストリア請求委員会の背後にいるアメリカ政府の顔色をうか

がい，執行委員会に対して交渉のたびに前向きな対処を約束しながら，それ

を実現することなく交渉を引き延ばせるだけ引き延ばした。そこには，第一

にオーストリアの財政難があったことは否めないものの，ユダヤ人に対する

補償に先立って着々と進められたのが，いわゆる元ナチに対する恩赦だった

からである。

オーストリアの脱ナチ化

オーストリアにおける脱ナチ化は，1945年4月27日の独立回復宣言と同日
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に公表された政府声明で実施が明言され，その後ただちにレンナー政府に

よって最初の脱ナチ化法｢国家社会主義ドイツ労働者党の禁止に関する1945

年5月8日の基本法(Verfassungsgesetz)｣謎)(通称，禁止法)が公布された。同法

は第1条で，組織としてのナチ党およびその下部組織あるいは関連組織の解

体と再結成を禁止し，第2条で，オーストリア国内に正規に居住している者

あるいは継続的に滞在している者で，1933年7月1日から1945年4月27日まで

のあいだ，上記の党あるいは諸組織にかかわった者に対して届け出を義務づ

けている。しかし，すでに述べたように，当時のレンナーの臨時政府の権威

が承認されたのは，ウィーンを含むソ連の占領地域のみであった。禁止法が

オーストリア全土で効力を持つのは，1945年11月25日の初の国会議員選挙後，

1946年2月5日からである55)Oそして1946年9月15日の報告書によれば，禁止法

に基づいて届け出た元ナチは，53万6662人にのぼった弱)。

1945年の禁止法で可罰とされた行為に対する判決は，オーストリアの通常

の法廷ではなく，人民法廷57)と称された特別法廷に委ねられた(第24条)｡し

かし，これら元ナチに対する処分の決定は遅々として捗らなかった。という

のも禁止法は第6条に例外規定を設け，ナチの諸組織に所属した者であって

も，たとえばそのことを「悪用」しなかった者に対して処罰を免れる可能性

を認めていた(第27条)。そのため届け出リストに登録された元ナチの実に

85％から90％にのぼる者たちが，この｢悪用」という幅広い解釈の余地を残

した例外規定の適用を求めて奔走し記)，禁止法の執行を麻痒状態に追い込ん

だからである。

そのためオーストリア政府は，元ナチの行為を個人別に審査する方式をや

め，ナチ体制においてそれぞれの組織や組織内の地位が果たした機能の重要

性を勘案しながら，それに属した者たちをランク付けし，集団的に審査する

方式に切り替える。そして，元ナチを大きく「ナチへの関与が重度の者」と

｢ナチへの関与が軽度の者」に二分し，後者については，早急な社会復帰を

はかることにした。しかし，元ナチ問題の穏便解決をめざす政府の脱ナチ化

法案は，1946年7月の国民議会で可決されたものの，オーストリアを監督す

る立場にあった四連合国の連合国評議会は，法案の承認を拒否する。連合国
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ようなオーストリア批判に対して，オーストリアは，義務を果たしただけと

逃げるか，「あきれかえる」と切り捨てる以外に，過去の克服に関して自己

を前向きに語りうる言葉を持たなかったのである。

ヴァルトハイム事件でオーストリアの対外的イメージが著しく傷つけられ

た後，その回復を目的として1988年，首相府は『特定の政治，信仰あるいは

人種的出自による被迫害者のための1945年以後のオーストリア共和国の措置』

と題する小冊子を発行した。そこで繰り返されたのも，相変わらず犠牲者

オーストリアの立場である。

すなわち小冊子は，その前書きでモスクワ宣言等をふまえつつ，オースト

リアは「ヒトラーの侵略の最初の犠牲者｣であったとし，さらに次のように

述べる。

「次のこともまた重要であると思われる。すなわち1955年5月の国家条約交

渉において，調印にのぞんだ四連合国はすべて，オーストリアのいわゆる

｢共同責任条項｣の削除に同意したのである。このことこそ，オーストリア

が，ナチ体制の政治，信仰あるいは人種的出自による被迫害者に対する不法

行為の補償に関して，原則的には義務を負うことができない理由である。と

いうのも，国際法の一般原則によれば，不法は，それを引き起こした者に

よって償われるべきだからである。オーストリアはまた，旧ドイツ帝国の法

的継承国でもない。

しかしながらオーストリアは，国家社会主義の被迫害者に対して加えられ

た重大な不法と苦しみに鑑みて，かつての被迫害者の運命を緩和するため，

ナチの権力によって剥奪された財産の返還のみならず，財政的な給付を引き

受け，またその他の法的措置を講じることを道徳的義務であると見なした｡」

前書きに続いて小冊子は，返還法や，改正に改正を重ねられた犠牲者援護

法，国外の犠牲者に対する援助基金など，オーストリアが実施してきた戦後

補償の成果を列挙し，その上で，オーストリアが補償を行ったすべての損害

に対してオーストリアには責任がないことを考えれば，オーストリアの措置

は不十分とは言えないとする。そして最後に，補償の受給者の圧倒的多数は

ユダヤ人であったことを強調して小冊子を締めくくっている67)。犠牲者に対
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多くのオーストリア人が，第三帝国の抑圧的措置や迫害に加担し，一部の者

は重要な地位についてもいました。今日といえども，わが同胞たちの行為に

対する道徳的共同責任を無視することはできません｡[中略］私たちは，

私たちの歴史のあらゆるデータを，善いことも悪いことも，私たちのあらゆ

る国民がしたことをそれとして認めます。そして私たちは，善き行いを私た

ちのものとして要求すると同時に，悪しき行いについては－生き抜かれた

方々に，また死者の遺族の方々に対して－それを謝罪しなければなりませ

ん｡｣69）

この演説によって，戦後オーストリア政府は，はじめて国民議会という公

式の場でナチ迫害の犠牲者に対するオーストリアの責任を認め，謝罪したの

だが，やはり遅すぎた感は否めない。

紙幅の関係上，1988年以降に遅まきながら始まったオーストリアにおける

過去の克服の詳細を述べることはできないが，1点だけ紹介しておきたい。

1990年代のアメリカで，ナチ時代に人権侵害や強制労働に関与したドイツの

企業に対して団体訴訟(クラス・アクション)の波が起こった。この訴訟は，

強制労働に対する補償問題や，ナチによってあくどく収奪された財産の大き

さに対してあらためて国際的関心を高めることになり，オーストリアでは

1998年10月1日，歴史家委員会の設置が決定された。その目的は,1938年か

ら1945年までに行われた財産，権利等のアーリア化あるいは剥奪の実態の調

査，1945年以降に実施されたそれら財産・権利等の返還ないし補償の実態の

調査であり，戦争中の強制労働の実態調査もこの委員会の任務とされた。委

員会の委員には外国人の専門家も含まれ，ヤンコヴイッチュの病に障ったナ

イトもその1人である。歴史家委員会の調査結果は，2003年2月にインター

ネット上で公表され，2004年末までに全32巻(49冊)として刊行された70)。

1993年に私がウィーンで在外研究に従事した当時は，まだホロコースト第

1世代へのインタビューが可能であった。しかし，いまでは戦後補償問題に

関して直接話を聞くことができるのは，第2世代か，ごく幼少期にホロコー

ストを体験した人びと，すなわち第1世代ではあるが記憶の点では実質的に

第2世代に属する年齢の人々である。そのなかで，まさに合邦の年にウイー
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ンで生まれた知り合いのユダヤ人女性の言葉は，私の胸に深く残った。

「いまのオーストリアは私たちのためにいろいろしてくれるけど，遅かっ

た。ナチのために惨めな思いをした両親たちは，いまのオーストリアを見る

ことなく，戦後も惨めな思いのまま死んでいった｡」

馨注

1）1987年4月27日，アメリカの司法省と国務省は，オーストリア大統領ヴァ

ルトハイムを戦争犯罪容疑者と認定し，アメリカへの入国を拒否する人物と

して入国監視リストに登録した。対応に苦盧したオーストリア政府は，ヴァ

ルトハイムの潔白を証明するため，スイスの軍事史研究者クルツを委員長と

する国際歴史家委員会を立ち上げる。委員会は9月1日から調査を開始し，翌

年2月8日に209ページからなる調査報告書を提出した。委員会の結論は，

ヴァルトハイムは，バルカンにおける戦争犯罪に関して直接手を下した犯罪

人ではないが，それらを十分に知り，その不法を認識しうる立場にあり，そ

れゆえヴァルトハイムは不法に対する共同責任を免れない，というもので

あった。

2)TheWaldheimcontext:AustriaandNazism,in:Tル刀"@csL""@'yS"'Je-

"02",No.4357,October3,1986,p.1083-1084.

3）ヤンコヴィッチュの書簡とラートコルプ氏(現在，ウィーンのルートヴイ

ヒ・ボルツマン研究所研究員)の返書については，ウィーン大学オーストリ

ア史研究所正教授ヴィンケルバウアー氏を介して，ラートコルプ氏御本人か

らコピーをいただいた。この場を借りてご両人に御礼を申し上げたい。

4）1985年5月8日のヴァイツゼッカー大統領の演説は，永井清彦氏により邦訳

されている。（｢荒れ野の40年』岩波ブックレットNo.55,1986年｡)

5）1991年にオーストリア社会民主党と改名された。

6）以上，オーストリア第二共和国成立の経緯については，矢田俊隆「オース

トリア現代史の教訓」(刀水書房，1995年)の第6章第2節以下に詳しい。

7)S加α蝿9s醜"α"戒γ伽eR妙"b"ルOs""eic"(以下SGBl.と略記),J9.1945,Nr.

1．

8)GeraldStourzh,Gesc"c"edesS”α畑e"mgesl945-1955,Graz/Wien/KOln

1985,Dokumententeil,S.214.合邦の成立は，正しくは3月13日である。

9)DokumentationsarchivdesOsterreichischenWiderstandes(Hg.),,A"sc""‘“

1938.〃"gDoh""09"""0",Wienl988,S.467.

331





第6章二つの顔を持つ国

Wien/Salzburgl975,S.19f.

29)Ebd.,S.58f

30)Ebd.,S.60.

31）西ドイツの戦後補償については，山田敏之「ドイツの補償」(国会図書館調

査立法考査局『外国の立法j第34巻3．4合併号，1996年)およびライナー・ホ

フマン，山手治之訳｢戦争被害者に対する補償｣(｢立命館法学』306号，2006年）

を参考にした。

32)SGBl.,Jg.1945,Nr.90.

33)B""de聰蕗e勅ﾉαが〃γ〃eR""6"〃Os"""e"(以下BGBl.と略記)Jg.1947,Nr.

183.

34)Stourzh,a.a.0.,S.214.1945年4月27日のオーストリア独立宣言は,5月7日の

ドイツ降伏前，すなわち厳密にはなお戦争継続中に公表された。それゆえ独

立宣言はモスクワ宣言の最後の一文の「みずからの解放に対する貢献」に関

連して，次のように述べている。「設立されるべき政府はタオーストリアの

解放に可能なかぎり貢献するため，遅滞なく措置を講ずるであろう。しかし，

わが国民の消耗とわが国士の窮乏化に鑑みて，遺憾ながらこの貢献は慎まし

いものでしかありえないことを確認しておく必要があると思われる。」

(SGBl.,Jg.1945,Nr.1.)

35）政府の機関紙｢新オーストリア」1945年7月18日号の表現。BrigitteBailer,

Wic〃増"伽αc〃"gル"〃剛e”α.Osteγｿ℃jc〃〃"d"eO城γJesN""0"αJsoz""S-

""s,Wienl993,S､24f.

36)BGBl.,Jg.1946,Nr.34.

37)EduardTomaschek,D(zsOp〃"応07gWesetz,Wienl950,S.1.

38）ただし1945年4月27日以降にはじめてオーストリア国籍を取得した者で

あっても，1938年3月13日以前に10年以上に渡ってオーストリアに正規の住

居を持っていた者は，1938年3月13日時点でオーストリア国籍を取得する資

格が発生しているため，国籍条項が満たされる。

39)Moser,a.a.O.,S.55.F.WildeFOkladek,7WeRe〃〃Mりりgw@e"Qfﾉ〃ﾉs加A"s-

オ血q旗γ肋eSeco"dWb〃〃W"応'nleHguel969,p.114,'IableA/7.

40)B"ic"des〃"sj〃""@s〃γISme""Sc舵〃K"""Sge"@gj""eWie〃〃此γ〃e

耐＃妙e〃j〃〃"ﾉ""〃〃I9456jS1948,Wienl948,S.47fl947年に，ウィーン

のユダヤ人の亡命先であった上海とパレスティナ，またロシアのカラガンダ

の収容所からまとまった帰国者があった。

41）ジョイントはユダヤ合同分配委員会の略称。1914年の第一次世界大戦勃発
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